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○日本政策金融公庫のセーフティネット貸付は、中小・小規模企業や農林漁業者
の皆様に幅広くご利用いただいています。

○景気後退による急激な経営環境の悪化から、ご利用が広がり、セーフティネット
貸付の融資実績は、平成２０年度第４四半期において対前年同期比約３．２倍、
平成２１年度第１四半期も対前年同期比約４．５倍と大きく増加しています。

セーフティネット貸付の実績（※）
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（※）国内３事業のセーフティネット貸付の合算
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20年度下期：

 

1兆

 

3,922億円（対前期比
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経済危機下の対応（１）
 

～セーフティネット貸付～

 

経済危機下の対応（１）
 

～セーフティネット貸付～

2,911
4,955

449%

1

364%

5,291

21年度第1四半期：
1兆5,723億円（対前期比451％）



○保険引受実績は、緊急保証制度の創設（平成２０年１０月３１日）以降、同制度の普
及に伴い大幅に増加しており、平成２０年度（２０／１０月～２１／３月）は、対前年同
期比２１８％の１３兆５８５億円となっています。

【参考】

 
緊急保証制度に係る保証承諾実績

９兆１，８１１億円（平成２０年１０月３１日～平成２１年３月末日まで）

○日本公庫は、信用保証協会が行う債務の保証について保険を引き受け、信用保証
制度を強力にバックアップしています。

経済危機下の対応（２）
 

～信用保険業務～

 

経済危機下の対応（２）
 

～信用保険業務～

保険引受実績
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経済危機下の対応（３）
 

～国際協力銀行～

 

経済危機下の対応（３）
 

～国際協力銀行～

○海外事業支援緊急業務（注1）の実施状況

 
（平成21年6月30日時点）

件数（件） 実績（億円相当）

開発途上国向け 38 1,358

先進国向け 32 6,763

（注1）平成２２年３月末までの時限措置として、①国内大企業を通じた途上国事業に対する貸付、②途上国向け輸出

のためのサプライヤーズ・クレジット、③日本企業の先進国事業に対する貸付及び保証にかかる業務を行っています。

（注2）承諾件数及び承諾実績を計上。

国際協力銀行（ＪＢＩＣ）では、国際金融秩序の混乱に対処し、日本企業の輸出及

 び海外事業等を支援するための業務のほかにも、世界的な金融危機に対する取り

 組みとして各種支援を実施しています。

○その他金融危機関連業務

①

 

途上国銀行資本増強ファンドに対する出融資

 

（国際金融公社（IFC）との協調）

②

 

貿易金融支援

 

（アジアを中心とした途上国金融機関向け、2年間で15億ドルの融資）

③

 

アジア諸国に対する5,000億円相当のサムライ債発行支援ファシリティ

（インドネシア向けに15億ドル相当円のサムライ債保証等の実施に関する契約に調印）

④

 

環境投資支援イニシアティブ

 

（2年間程度で50億ドル程度）
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（注１）ツーステップ・ローンの実績は、当公庫が６月末までに指定金融機関へ貸付実行した貸付金額。
（注２）損害担保の実績は、指定金融機関が５月末までに損害担保付き貸付け等を行ったもので、公庫が７月１０日までに補償応諾した引受金額。

なお、指定金融機関が６月中に損害担保付き貸付け等を行い、公庫が８月１０日までに補償応諾したものを６月実績として計上。

危機対応円滑化業務の実績
（単位：億円）

２０年度
第３四半期

２０年度
第４四半期

２０年度
下期合計

２１年
４月 ５月 ６月

累計

政策投資
銀行向け

商工中金
向け

ツーステップ・ローン 0 14,301 14,301 2,624 4,295 5,048 26,268 24,368 1,900

貸付け等 0 11,303 11,303 1,624 2,796 4,448 20,171 18,271 1,900

ＣＰ取得 0 2,998 2,998 1,000 1,500 600 6,097 6,097 0

損害担保 125 3,327 3,452 1,457 1,156 6,065 107 5,958

貸付け等 125 3,327 3,452 1,457 1,156 6,065 107 5,958

ＣＰ取得 0 0 0 0 0 0 0 0

経済危機下の対応（４）
 

～危機対応円滑化業務～

 

経済危機下の対応（４）
 

～危機対応円滑化業務～

主務大臣により「国際的な金融秩序の混乱に関する事案」等が危機認定されたことを

 受け、日本公庫は危機対応円滑化業務（※）を実施しています。

（※）危機対応円滑化業務： 主務大臣が認定する危機発生時において、公庫が指定金融機関（日本政策投資銀行・商工組合中
央金庫を指定）に対して一定の信用供与を行うもの。

 

指定金融機関は、公庫からの信用供与を受け危機対応業務を行い、

危機に対処するために必要な資金の供給を行う。
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平成２０年度（１０月～３月）融資実績等平成２０年度（１０月～３月）融資実績等

経済危機下において、政策金融機関としての役割を果たし、平成２０年度（２０/１０月～２１/３月）の

総融資実績は対前年同期比１５８％と増加しました。

総融資実績（Ｈ20/10～21/3）
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３兆３,９４１億円（対前年同期比１５８％）
国民生活事業

 

１兆２,６３６億円
農林水産事業

 

１,４２５億円
中小企業事業

 

８,８７６億円
国際協力銀行

 

１兆１,００４億円

総融資残高（Ｈ２１/３末現在）＊

国民生活事業

 

７兆５,３９３億円
農林水産事業

 

２兆７,５８４億円
中小企業事業

 

５兆６,４０１億円
国際協力銀行

 

７兆２,８０７億円

２３兆２,１８５億円（対２０/９月末比１０１％）
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44,693 44,060 58,064
92% 99% 132%

255,747 238,116 232,185

危機対応円滑化業務（平成２０年１０月～平成２１年３月）

ツーステップ・ローン

 

１兆４,３０１億円
損害担保

 

３,４５２億円
※危機対応円滑化業務は、統合後の平成２０年１０月より開始。

信用保険業務（平成２０年１０月～平成２１年３月）

総融資実績

対前年比

総融資残高

対前年比 93％ 98％

※国際協力銀行については、出融資 ※国際協力銀行については、出融資

95％
24,106 33,941

保険引受額

 

１３兆５８５億円

 

（対前年同期比２１８％）

（単位：億円） （単位：億円）

232,185230,102
－ －107％ 158％
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（参考）

 
中小企業向け融資における日本公庫の民業補完について（参考）

 
中小企業向け融資における日本公庫の民業補完について

中小企業向け貸出残高伸び率（※）

(注1) 国内銀行は中小企業向けの事業資金貸出残高で、銀行勘定のみ。また、5年度以降は当座貸越を含むベースで算出している。

 

2年度以降は第二地銀（旧相互銀行）を含む。

(注2) 国内銀行については、8年9月以前は全国銀行ベースで算出している。

(注3) 12年4月に中小企業の定義が変更されたため、12年6月～13年3月の国内銀行の伸び率は、新基準と旧基準の比率等をもとに日本公庫にて試算している。

（年度・四半期）
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日本政策金融公庫 中小企業事業（旧中小公庫）国内銀行

BIS規制

金融ｼｽﾃﾑ不安

中小企業

定義変更金融引き締め期には民間が後退

（中小公庫の資金供給が増加）

金融引締め期 金融引締め期

日本公庫（中小企業事業）の融資の伸びは、民間金融機関とは逆相関の関係にあります。景気など
の影響から融資姿勢の変動を余儀なくされる民間金融機関の活動を補完しています。

（※）対前年同期伸び率
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中小・小規模企業向け融資業務にかかる金融再生法開示債権の状況中小・小規模企業向け融資業務にかかる金融再生法開示債権の状況

【国民生活事業】
・「要管理債権」の比率が4.3％と民間金融機関に比べ大幅に高く、20年3月期と比較しても増加傾向にある。

これは、経済情勢の悪化等により、資金繰りが厳しくなった企業を支援するため、一時的に約定返済が困難になった顧客の返済条件
の緩和に柔軟に対応していることによる。

【中小企業事業 】
・「危険債権」と「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の比率が民間金融機関に比べて高く、20年3月期と比較しても増加傾向にある。

 
これは、民間金融機関と異なり、不良債権売却等のオフバランス化を行っていないことや、経済情勢の悪化等を受けて倒産・延滞の発生
が増加していることによる。

●事業ごとの特徴

国民生活事業、中小企業事業においては、以下の通り民間金融機関に比べ、金融再生法開示債権比率が高く
なっています。

（単位：億円）

（注）日本公庫の増減比は、旧機関の民間企業仮定財務諸表との比較であるが、会計基準が異なるため一部補正している。

国民生活事業 中小企業事業 地方銀行（H20/3末の総与信額上位10行の合計） 信用金庫・信用組合

債権額
H21/3末 H21/3末 H21/3末 H20/3末

構成比 H20/9末比 H20/3末比 構成比 H20/9末比 H20/3末比 構成比 H20/9末比 H20/3末比 構成比

破産更生債権

 

及びこれらに

 

準ずる債権
1,399 1.9% 98.4% 95.3% 1,163 2.1% 115.3% 138.4% 4,723 0.8% 120.0% 157.8% 17,340 2.2%

危険債権 682 0.9% 110.2% 149.9% 3,973 7.3% 109.5% 109.2% 9,700 1.7% 111.6% 115.3% 28,080 3.5%

要管理債権 3,101 4.3% 107.3% 110.7% 1,531 2.8% 72.5% 67.7% 2,389 0.4% 48.5% 49.5% 9,940 1.2%

金融再生法開示

 

債権
5,184 7.2% 105.1% 109.7% 6,667 12.2% 98.8% 98.9% 16,812 3.0% 95.8% 103.6% 55,340 6.9%

正常債権 66,822 92.8% 97.9% 94.7% 48,058 87.8% 96.3% 88.3% 541,670 97.0% 103.3% 104.9% 748,200 93.1%

総与信 72,006 100.0% 98.4% 95.6% 54,726 100.0% 96.6% 89.5% 558,481 100.0% 103.1% 104.8% 803,590 100.0%

（出所）

 

「地方銀行」：決算短信ほか、「信用金庫・信用組合」：金融庁「金融再生法開示債権等の推移」
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損益計算書（平成20年10月～平成21年3月）

経常収益 経常費用
経常利益
（▲損失）

当期純利益
（▲純損失）

株式会社日本政策金融公庫（総括） ３,８１７ １０,４５８ ▲６,６４０ ▲６,５５４

国民生活事業
（国民一般向け業務勘定）

８７２ １,０６２ ▲１９０ ▲１８７

農林水産事業
（農林水産業者向け業務勘定）

３９３ ４０６ ▲１３ ０

中小企

 
業事業

中小企業者向け融資・証券
化支援保証業務勘定

６４５ ９１５ ▲２７０ ▲２６９

中小企業者向け証券化支援
買取業務勘定

３ ５ ▲２ ▲２

信用保険等業務勘定 ９１８ ７,２４７ ▲６,３２８ ▲６,３２８

国際協力銀行
（国際協力銀行業務勘定）

９７７ ７７８ １９９ ２６８

危機対応円滑化業務
（危機対応円滑化業務勘定）

９ ４３ ▲３４ ▲３４

平成２０年度決算（１０月～３月）概要（１）
～損益の状況～

平成２０年度決算（１０月～３月）概要（１）
～損益の状況～

（単位：億円）

平成２０年度（２０/１０月～２１/３月）における当期経常利益は、６,６４０億円の損失となりました。
主な要因は、金融経済環境の悪化により、①信用保険業務において、信用保証協会の代位弁済

 の増加により保険金４,２７０億円を計上したこと、②融資業務において、企業業績の悪化に伴う貸

 出資産の劣化等により貸倒引当金繰入額８７８億円を計上したことです。
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平成２０年度決算（１０月～３月）概要（２）
～今期損失の主な要因①～

平成２０年度決算（１０月～３月）概要（２）
～今期損失の主な要因①～

融

 
資

【信用補完制度】

※支払保険

金等の費

用に対し、

保険料等

の収益等

１，５２３億

円がある。

金融機関

① 中小企業の借入債務に係る保証を保険

融
資

（注）

 

中小企業の返済不能となった債務を信用保証協会が代位弁済。

信用保証協会は、代位弁済による債権（求償権）を中小企業者から回収

金融機関
信

 
用

 
保

 
証

 
協

 
会

日
本
公
庫

保険金の支払い代位弁済

② 信用保証協会の代位弁済（元本）の７０～９０％を保険がてん補

回収 回収

返

 
済

 
不

 
能

（注）

中 小 企 業 の 約 ４ 割 を 支 援

（中小企業約４２０万社のうち約１５７万社が利用（１９年度実績））

中小企業 保証料 保険料

信用保証契約 包括保険契約

中小企業

将来の保険金

 
支払に備えて

 
保険契約準備

 
金を３，５８１億

 
円積増し

※今期１兆円の

保険契約準備

金を計上

支払保険金

４，２７０億円を

費用計上

※２０年４～９月期

対比で８４０億

円増加

当期損失

６，３２８

 
億円

緊急保証による

保険引受の急増

20年度保険引受額

5.6兆円 →13兆円

（4～9月）

 

（10～3月）

景気悪化による

代位弁済の急増

信用保険業務においては、保険契約準備金を３，５８１億円積増し、金融経済環境の悪化により、
支払保険金を４,２７０億円を計上しました。

信

 
用

 
保

 
証

 
協

 
会

日
本
公
庫
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平成２０年度決算（１０月～３月）概要（３）
～今期損失の主な要因②～

平成２０年度決算（１０月～３月）概要（３）
～今期損失の主な要因②～

金融経済環境の悪化により、中小・小規模企業向け融資業務においては、貸倒引当金

の繰入を国民生活事業で３７７億円、中小企業事業で４８４億円計上しました。

【国民生活事業】

・現下の経済情勢を反映し、倒産・延滞の発生増に伴い破綻懸念先及び実質破綻先

が増加したこと等から貸倒引当金を３７７億円を繰り入れた。

【中小企業事業】

①緊急経済対策への積極的な取組みにより貸出金残高が増加したこと

②現下の経済情勢を反映し、倒産・延滞の発生増に伴い破綻懸念先、実質破綻先及び

破綻先が増加したこと

③貸倒引当金の算定基礎となる貸倒実績率が上昇したこと等

から、貸倒引当金を４８４億円を繰り入れた。
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資産の部 負債及び純資産の部

科 目 金 額 科 目 金 額

現金預け金 １６，１７２ 借用金 １５９，９０５

買現先勘定 １１４ 短期社債 ２，９９８

有価証券 ４９６ 社債 ５７，７２６

貸出金 ２４０，０４９ 寄託金 ３６７

その他資産 ７，４９３ 保険契約準備金 １０，１７８

有形固定資産 ２，８４６ その他負債 １，０２７

無形固定資産 １０５ 賞与引当金 ５８

支払承諾見返 １６，９２０ 役員賞与引当金 ０

貸倒引当金 ▲４，１７８ 退職給付引当金 ２，００２

役員退職慰労引当金 ０

補償損失引当金 ３０

支払承諾 １６，９２０

負債の部合計 ２５１，２１５

資本金 ２４，５２１

資本剰余金 １４，７２６

利益剰余金 ▲１２，１５２

評価・換算差額等合計 １，７０９

純資産の部合計 ２８，８０５

資産の部合計 ２８０，０２０ 負債及び純資産の部合計 ２８０，０２０

（単位：億円）

○資産の部合計は２８兆２０億円で、その大部分は貸出金です。
○純資産の部合計は、当期損失６,５５４億円が加わりましたが、一次補正、二次補正合わ
せて９,７２１億円の出資金を受け入れ、２兆８,８０５億円となりました。

平成２０年度決算（１０月～３月）概要（４）
 

～資産の状況～平成２０年度決算（１０月～３月）概要（４）
 

～資産の状況～

貸借対照表（平成２１年３月３１日現在）

期 首

（Ｈ２０．１０．１）

期 末

（Ｈ２１．３．３１）

差 異

資産の部合計 ２５４，７８４ ２８０，０２０ ２５，２３６

負債の部合計 ２３０，３１４ ２５１，２１５ ２０，９０１

純資産の部合計 ２４，４７０ ２８，８０５ ４，３３４

（単位：億円）
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平成２１年度予算の概要
 

～事業規模の拡充～

 

平成２１年度予算の概要
 

～事業規模の拡充～

経済対策の実施に伴うセーフティネット貸付等の拡充に対応するため、平成２１年度補正予算
により、事業規模等の拡充を図っています。

（１）出融資・証券化業務

業務 当初計画 補正後計画 補正の概要当初計画
との差額

国民一般向け業務

 

（国民生活事業） 55,033 70,033 15,000 セーフティネット貸付の増加に対応

農林水産業者向け業務

 

（農林水産事業） 3,182 3,182 －

中小企業者向け業務

 

（中小企業事業） 26,071 41,071 15,000 セーフティネット貸付の増加に対応

国際協力銀行業務

 

（国際協力銀行） 12,500 30,530 18,030
日本企業が行う海外事業等の資金繰り支
援、日系企業進出先途上国支援などに対応

危機対応円滑化業務
（ツーステップ・ローン）
（損害担保）
（利子補給）

49,486
30,000
19,484

2

231,566
134,000
97,564

2

182,080
104,000
78,080

-

経済対策の実施に伴う規模の拡充に対応

合 計 146,272 376,382 230,110

（２）信用保険等業務

業務 当初計画 補正後計画 補正の概要当初計画
との差額

信用保険等業務

 

（中小企業事業） 277,468 318,839 41,371 緊急保証制度の保証枠拡大に伴うもの

（単位：億円）

（単位：億円）
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今般の融資制度等の拡充今般の融資制度等の拡充

日本公庫は、平成２１年度補正予算を受け、融資制度等の拡充を実施しました。

融資制度等の主な拡充内容

■中小・小規模企業者向け融資制度

○セーフティネット貸付の拡充
・経営環境変化対応資金及び金融環境変化対応資金の適用利率について、雇用維持・拡大を図る企業の
金利を０．１％引下げ

・取引企業倒産対応資金の倒産対策利率（基準利率よりも最大で０．７５％低い水準）の発動等
・第三者保証人等を不要とする融資の上乗せ利率を０．３％引下げ（国民生活事業）
・劣後ローンの導入（中小企業事業）
・運転資金について、上限金利３％の設定（中小企業事業）

○新創業融資制度の拡充（国民生活事業）
・上乗せ利率を０．４５％引下げ

○企業再生貸付の拡充（中小企業事業）
・上限金利４％の設定

■農林漁業者向け融資制度

○担い手農業者に対する実質無利子化措置の拡充（農林水産事業）
・雇用拡大等に取り組む農業者を対象に、スーパーＬ資金及び農林漁業セーフティネット資金について、

利子助成による実質無利子化措置の追加枠の設定
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◎雇用創出効果

（注）（

 

）内の数値は、前年比である。

＜創業企業への融資実績（企業数）＞

47,299 48,572

21,329 21,250

(99.7)
48,441

(94.8)
20,141

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

18年度 19年度 20年度

（企業） 創業後５年以内の企業に対する融資

創業前および創業
後１年以内の企業
に対する融資

 

創業企業への融資実績  

20,141 社×創業時点での平均

従業者数 4.1 人 

＝約８万人（82,578 人） 
（注）当公庫「２００８年版新規開

業実態調査」を基に推計

（トピックス）
 

創業企業への支援（トピックス）
 

創業企業への支援

創業企業に対する融資実績は、年間約２万件。年間約８万人の雇用創出効果があると考えられ
ます。

【融資の事例】
〇（株）マミープロ

地域密着型情報サイトの運営を活用した
子育て支援

地域で社会的課題を解決し、安定的・継続的な雇用を創出する
「ソーシャルビジネス」に対しても積極的に支援しています。

経済産業省が取りまとめたソーシャルビジネス５５選の事例

 
のうち１６社が日本公庫の取引先（上記はその内の１社）

経済産業省HPより引用
㈱マミープロHP 14



（参考）
 

再生支援への取り組み（参考）
 

再生支援への取り組み

○日本公庫は、中小企業者の経営再建や事業承継の円滑化などの再生支援に取り組んでおり、企業
再生貸付の平成２０年度実績は、件数・金額ともに過去最高の９３０件・４３０億円となっています。
更に平成２０年度からは、資本性劣後ローンの取扱も開始しており、支援内容を一層充実させています。
また、農林漁業者向けにも償還条件緩和や新規融資などを通じた事業再生支援に積極的に取り組ん
でいます。

○一方、債権放棄やＤＤＳ等といった抜本的な再生手法にも積極的に応じることでも、中小企業者の
事業再生をサポートしています。

354億円

430億円

256億円
304億円313億円

930件

626件
708件

662件
576件

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

金額（億円）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

件数
金額 件数

企業再生貸付の実績

 

（ＤＩＰ（注）・企業再建、事業承継支援資金）

うち資本性劣後ローン（中小企業事業）

 

４４億円

 

（平成２０年度）

金融支援手法別件数

20年度 累計

債権放棄等 ４９ １４５

ＤＤＳ(注１） ６ ２４

不等価譲渡（注２） ２ １０

金利減免 ９ ３５

合計 ６６ ２１４

（単位：件）

（※）国民生活事業、中小企業事業の合計 （※）国民生活事業、中小企業事業の合計

（注１）債権の一部を劣後化することにより、自己資本とみなし、

債務超過解消等を図る手法。

（注2）債権を、簿価を下回る金額で譲渡することにより、債務超

過解消等を図る手法。

（注）DIPとは、Debtor In Possession（占有継続債務者）のことで、DIPファイナンスは、わが国においては、

一般的に法的再建手続中の企業に対する融資を指します。
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（参考）
 

中小企業再生支援協議会との連携（参考）
 

中小企業再生支援協議会との連携

日本公庫では、公的再生支援機関との連携にも積極的に取り組んでおり、全国の中小企業再生
支援協議会の再生案件の過半に関与しています。具体的には、セーフティネット貸付や条件変更
（リスケジュール）による資金繰り支援に加え、債権放棄やＤＤＳといった抜本的な再生手法にも積極
的に応じることで、中小・小規模企業や農林漁業者の事業再生をサポートしています。

438
485

394

332

224

292
253

338

0

100

200

300

400

500

600

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

（単位：社数） 中企庁公表数 公庫関与数

中小企業再生支援協議会との連携実績

 
（国内３事業の合計

 

重複あり）
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（参考）農業の担い手の経営発展を支援（参考）農業の担い手の経営発展を支援

○農産物に対する消費者の国産志向が高まるなか、農業の担い手(※1）

 

が行う
規模拡大や経営の多角化などの取組を重点的に支援。このうち認定農業者(※2）

向けの農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の融資実績が増加しました。
○「農業新規参入相談窓口」を設置し雇用の維持や経営の多角化等を目的に、

異業種から農業に新規参入する企業等を積極的に支援しています。

<スーパーＬ資金融資実績推移>

※1 農業の担い手とは「効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善に取り組む農業経営」をいいます。
※2 認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を、市町村が認定する仕組みです。市町村は地域の

農業経営者の意欲や能力を尊重して認定し、担い手の明確化を図ります 。

<20年度経営部門別の内訳> 【新規参入融資事例】【新規参入融資事例】

件

その他, 308億円
（22%)

養鶏, 124億円
（9％）

施設園芸 138億円
(10%)

養豚, 151億円
(11%)

稲作, 205億円
(15%)

肉用牛, 231億円
(16%)

酪農, 244億円
(17%)

酪農 肉用牛 稲作 養豚 施設園芸 養鶏 その他

759億円

562億円

325億円

205億円

154億円

51億円

146億円

280億円

437億円

6,687件

5,117件

2,392件

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

18年度 19年度 20年度

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

畜産 稲作 その他 件数

1401億円

996億円

522億円

○道路舗装工事等を中心とした土木建築工事
会社が、従業員や地域の雇用の維持・有効
活用のため、大規模なシイタケの周年栽培を
開始しました。日本公庫は、経営の多角化の
ご相談を受け、施設整備、菌床等の導入に
融資しました。

○ステンレス配管製品の製造・販売を行う企業
が、地域の人的資源と製造業で培った工程
管理ノウハウとを活用するため、農業法人
を新設し、コンピュータ制御された最新設備に
よる野菜生産を開始しました。日本公庫は経
営の多角化のご相談を受け、生産設備の
導入に融資しました。

億円
件
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（参考）統合によるシナジー効果（参考）統合によるシナジー効果

○農商工連携等による新ビジネス創出や販路開拓の支援に取り組み、
平成２０年度（２０/１０月～２１/３月）のマッチングサービス取組件数は１１１件

○国内３事業が連携しセーフティネット貸付を共同ＰＲ
○管理部門事務の一元化や店舗統合、職員住宅の相互利用を実施中(※）

顧客サービスに係る主なシナジー効果顧客サービスに係る主なシナジー効果

マッチングサービス取組件数

 

111件

うちマッチング成立件数

 

75件（お客さまのニーズにお応えできたもの）

うち各事業連携による融資

 

22件（農商工連携等の取組を各事業が連携し融資により支援したもの）

うち商談会・セミナーへの参加

 

43件（商談会やセミナーを開催し販路開拓の支援や情報提供を行ったもの）

お客さまの経営課題の解決について、日常的なご相談、商談会やセミナー等の開催、インターネットマッチングサイトの運営等

 
により、さまざまなお引き合わせを行ってサポートしています。

今後のシナジー効果発揮に向けた取組今後のシナジー効果発揮に向けた取組

各事業本部等が持つ専門ノウハウの融合によりビジネスマッチングの推進や経営相談サー

 ビスの拡充、海外進出企業へのサービス提供に取り組みます。また、効果的な施策の実行に

 寄与するための新商品やお客さまのニーズに対応する新たな支援ツールを企画・提供します。

※既に実施しているもの

①店舗統合による効率化（重複60地域のうち36地域統合済み（21年度予定を含む））、②職員住宅の相互利用

今後2～3年以内に実施するもの

①調達・出納等間接事務の一元化、②店舗統合の加速化、③通信ネットワークの統合、④情報システムの物理的統合
18



業務運営計画

（２００９年度～２０１１年度）

業務運営計画

（２００９年度～２０１１年度）

○日本公庫では、２００８年１０月の設立時に策定した経営理念（基本
理念・活動指針）の下、２００９年３月１７日の取締役会において、
２００９年度以降の経営方針、業務運営計画を策定しました。

経営方針

（１）

 

政策実施機関として、政策金融を機動的かつ効率的に実施します。特に、２００９年

 度は、世界規模の不況に対応して、国内の中小・小規模企業/事業者及び農林水産

 企業/事業者に対する金融を強化します。

（２）

 

海外での重要な資源の確保やわが国産業の国際競争力の維持・向上並びに国際

 金融秩序の安定に向けての金融を強化します（大企業等の資金調達困難化への特

 例対応も行います）。

（３）

 

コーポレート・ガバナンスを重視し、体制を整備・強化します。

（４）

 

日本公庫としての一体性と各事業の独立性を包含した経営体制を実現・推進します。

19



業務運営計画

国の政策の下、民間金融機関の補完を旨としつつ、政策金融を機動的に実施します。

株式会社のガバナンスの仕組みを活用して、透明性の高い効率的な事業運営に努め、継続
的な自己改革に取り組む自律的な組織を目指します。

20

政策資金の円滑な供給及び充実したお客さまサービスの提供
４つの政策金融機関を統合した新たな政策金融機関として、その総合力を発揮し、政策資金の円滑な供給及び充実したお客

 
さまサービスの提供に努めます

（１）

 

政策金融としてお客さまにタイムリーかつ円滑に資金を供給します。
（２）

 

国際部門においては、日本にとって重要な資源の開発及び取得、日本の産業の国際競争力の維持・向上に資する事
業に対し適切かつ機動的に資金を供給します。

政策金融として資金を安定供給します政策金融として資金を安定供給します

（１）

 

セーフティネット機能を発揮し、経済、金融環境の悪化の中で資金繰りにお困りのお客さまへの万全な支援を行いま
す。また、災害等の影響を受けられたお客さまの資金ニーズにも的確に対応します。

（２）

 

国際金融秩序の混乱への対処など、危機の発生に即応した迅速かつ円滑な業務を実施します。

危機や緊急経済対策等の喫緊の特定・重点的政策に対応し、機動的に資金を供給します危機や緊急経済対策等の喫緊の特定・重点的政策に対応し、機動的に資金を供給します



常にお客さまのニーズの把握に努め、サービスを拡充します。

（１）

 

ビジネスマッチングの推進
各事業本部／JBICが有するノウハウ・情報を相互に活用し、連携体制を確立することにより、お客さま同士の引

き合わせ、有益な情報提供を行います。

（２）

 

経営相談のサービス拡充
お客さまのニーズに応えられる高度な見識を持つための教育制度を充実させることにより、経営相談のサービス

拡充を図ります。

（３）

 

海外進出企業へのサービス
中小企業事業本部等からJBICへのお客さま紹介、海外現地政策金融機関との連携、海外現地法人への情報提

供・課題解決支援を推進します。

（４）

 

新しい施策アイデアを生むための体制の整備
各事業本部／JBICが連携して取り組んでいく体制を整備することにより、効果的な施策の実行に寄与するための

新商品やお客さまのニーズに対応する新たな支援ツールを企画・提供します。

民間金融機関や地域の諸機関と連携して、お客さまへのサービスを提供します。
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充実したサービスや情報を提供します充実したサービスや情報を提供します

民間金融機関の補完に努めます民間金融機関の補完に努めます



（１）

 

職務権限と責任を明確化します。
（２）

 

仕事のやり方を見直し効率化を図ります。
（３）

 

意思決定の透明化・迅速化を図ります。
（４）

 

管理部門事務の統合（一元化）を進めます。

組織、業務のやり方、職務権限・責任を統一的な考え方に基づいて見直し、BPR手法により事務・業務を合

 
理化、簡素化します

 

組織、業務のやり方、職務権限・責任を統一的な考え方に基づいて見直し、BPR手法により事務・業務を合

 
理化、簡素化します

（１）

 

グループウェアの統合化をはじめとして、共通するシステムのインフラを整備します。
（２）

 

顧客情報の共有化など、共通する業務のシステムを整備します。
（３）

 

システム部門の業務の合理化・効率化を推進します。

計画的・整合的なシステム開発を推進します計画的・整合的なシステム開発を推進します

組織・業務の合理化・効率化
組織・業務の合理化・効率化を進めることにより、お客さまのご要望に、より適時・的確に対応できる体制を整えます

22

人材育成・能力開発
職員一人ひとりの能力・やる気を更に高め、お客さまからより信頼いただける公庫を目指します

職務（責任）と業績に応じた給与体系への変更や透明かつ公正な能力・業績評価の導入に取り組みます。

能力主義・成果主義を取り入れた人事・給与制度を確立します能力主義・成果主義を取り入れた人事・給与制度を確立します

総裁を本部長とする女性活躍推進本部やその諮問機関としての女性活躍推進委員会を設置し、女性活躍推進に向けて

 
の対策を順次実施していきます。

職場における女性の活躍を推進します職場における女性の活躍を推進します
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